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令和５年４月２７日

番号 件 名 主管部課

１ 令和５年度総合計画主要事業の選定について
[総合政策部]
政策審議室

２ 各分野における基本計画等の策定について
[総合政策部]
政策審議室

３
「芳賀・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」の策
定について

[総合政策部]
交通政策課

４ 東京圏通勤・通学費補助制度の創設について
[総合政策部]
人口対策・

移住定住推進室

５
エコパーク板戸の遮水シートの損傷に係る対策検討委員会の
設置について

［環境部］
廃棄物政策課

※ 上記件名を左クリックしていただくと，該当ページに遷移できます。
（後日，公表資料を市ＨＰにおいて掲載）



令和５年４月定例記者会見
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令和５年４月２７日

番号 件 名 主管部課

６
「道路空間における賑わいや憩いの場の創出を目的としたイベ
ント等の道路占用ガイドライン」について

[建設部]
道路管理課

７ 宇都宮市大谷観光周遊拠点施設の愛称の投票について
[経済部]
観光交流課
大谷振興室



令和５年度
総合計画主要事業の選定について

総合政策部 政策審議室
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令和５年度総合計画主要事業の選定について
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スーパースマートシティの実現に向けて今年度取り組む主要事業を選定！

総合計画に掲げた，本市が目指すまちの姿である「スーパースマートシティ」の実現に向けて，
少子化対策をはじめとした人口減少対策やＪＲ宇都宮駅東側のＬＲＴ開業など，本年度に全庁的に推
進していく主要事業として，２０事業を選定しました。
これらの事業について，全庁一丸となって推進してまいります。

８月開業を目指すＬＲＴ「#ずっと、宇都宮。」

東京圏における
プロモーション



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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１ 進行管理の趣旨
総合計画に掲げた施策・事業を着実に推進するため，令和５年度に計画している施策事業のうち，

特に重要な事業等で全庁的に推進していく必要のあるものについて，その執行状況及び推進上の課題
等を的確に把握し，総合的・効率的な執行を確保する。

２ 対象事業
選定事業数 ２０事業〈令和４年度は，２１事業を選定〉

３ 今後のスケジュール
令和５年 ４月 選定事業の公表

１１月 進捗状況を報告
令和６年 ２月 進捗状況を報告



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ＜所管課＞
緊急的に対応が必要な事業
１ ●物価高騰対策 ＜政策審議室＞
人づくり
２ ●少子化対策をはじめとした人口減少対策 ＜子ども政策課，人口対策・移住定住推進室＞

３ ●女性活躍の推進 ＜男女共同参画課＞

４ ●生涯にわたるスポーツ活動の推進 ＜スポーツ振興課，用地課＞
デジタル
５ ●本市のＤＸの実現に向けた施策の推進 ＜デジタル政策課＞

ＮＣＣ
６ ●ＬＲＴ沿線のまちづくり ＜ＮＣＣ推進課，河川課，文化課，建設用地室＞

７
●都心部まちづくりの推進

＜ＮＣＣ推進課都心部まちづくり推進室，市街地整備課，市街地整備課再開発室，交通政策課，ＬＲＴ整備課＞

８
●公共交通ネットワークの充実
＜交通政策課，ＬＲＴ整備課，ＬＲＴ整備課協働広報室，ＬＲＴ管理課＞

９ ●ＭＯＶＥ ＮＥＸＴ ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ ＜交通政策課＞

10 ●道路ネットワークの整備 ＜道路建設課，建設用地室＞

11
●災害に強いまちづくり

＜河川課，農業企画課，下水道管理課，工事受付センター，危機管理課，都市計画課＞



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ＜所管課＞

地域共生社会

12 ●重層的支援体制整備事業の推進 ＜保健福祉総務課＞

13 ●子どもを守り育てる支援の強化 ＜子ども政策課，子ども支援課，教育センター＞

地域経済循環社会

14 ●新たな産業団地の整備推進 ＜産業政策課＞

15 ●国際的スポーツイベントの開催による地域経済の活性化 ＜都市魅力創造課＞

16 ●大谷周辺地域の振興 ＜観光交流課大谷振興室＞

17 ●ＭＩＣＥの推進による地域経済の活性化 ＜都市魅力創造課＞

18 ●中央卸売市場の賑わいエリアの整備推進 ＜中央卸売市場＞

脱炭素社会

19 ●カーボンニュートラルの実現に向けた取組の推進 ＜環境創造課，交通政策課＞

20 ●効率的・効果的なごみ処理体制の構築 ＜廃棄物施設課＞



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

１

●物価高騰対策
◆物価高騰の影響を受ける生活者や事業者への支援
＜政策審議室＞

■ 緊急的に対応が必要な事業

No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

２

●少子化対策をはじめとした人口減少対策
◆少子化対策の着実な推進
（「（仮称）子どもを守る都市宣言」の制定，全国トップクラスの子育て環境のＰＲ）

◆移住定住の促進（東京圏在住・在勤者に向けた支援制度の拡充等による移住促進）
＜子ども政策課，人口対策・移住定住推進室＞

■ 人づくり



No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

５

●地域社会全体のデジタル化の推進
◆行政手続きや窓口サービス等のＤＸ※１の推進
◆デジタルデバイド対策※２の推進
◆デジタル社会基盤の強化
（交通結節点等へのデジタルサイネージの設置，デジタルを活用したインフラメンテナンス）

＜デジタル政策課＞

令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

３

●女性活躍の推進
◆Ｇ７を契機とした意識醸成（「男女共同参画推進フォーラム」の開催等）
◆女性デジタル人材の育成促進
＜男女共同参画課＞

４

●生涯にわたるスポーツ活動の推進
◆北西部地域体育施設の着実な整備（基本設計，円滑な用地取得）
＜スポーツ振興課，用地課＞

■ 人づくり

■ デジタル

※１ デジタルトランスフォーメーションの略称
デジタル技術の活用により，効率化だけではなく，これま
でのサービスや仕事の仕方を変革し，新たな価値を創出，
さらには，業務などの部分的な変化ではなく，社会の仕組
みや組織文化までも変革すること。
※２ インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用で
きる者と利用できない者との間に生じる情報格差のこと。



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

６

●ＬＲＴ沿線のまちづくり
◆ＬＲＴ停留場周辺の更なる交流の促進（清原地区市民センター前・飛山城跡停留場周辺）
◆東部総合公園の着実な整備推進（円滑な用地取得，優先交渉権者の決定）
＜ＮＣＣ推進課，河川課，文化課，建設用地室＞

■ ＮＣＣ①



No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

７

●都心部まちづくりの推進
◆ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備の推進（「ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備基本計画」の策定）
◆官民連携による都心部まちづくりの強化（「（仮称）都心部まちづくりプラン」の策定）
◆ＪＲ宇都宮駅西側のＬＲＴ整備の推進
◆ＪＲ宇都宮駅西側のＬＲＴ導入に合わせたバス路線再編の検討
＜ＮＣＣ推進課都心部まちづくり推進室，市街地整備課，市街地整備課再開発室，交通政策課，ＬＲＴ整備課＞

令和５年度総合計画主要事業の選定について
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■ ＮＣＣ②



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

８

●公共交通ネットワークの充実
◆ＪＲ宇都宮駅東側のＬＲＴ事業の推進（令和５年８月開業）
◆駅東側のバス路線再編（新設・再編路線への円滑な移行）
◆ＪＲ宇都宮駅西側のＬＲＴ整備の推進（再掲）
◆ＪＲ宇都宮駅西側のＬＲＴ導入に合わせたバス路線再編の検討（再掲）
◆地域内交通の導入地区の拡大
＜交通政策課，ＬＲＴ整備課，ＬＲＴ整備課協働広報室，ＬＲＴ管理課＞

９

●ＭＯＶＥ ＮＥＸＴ ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ
◆ＬＲＴ開業と合わせた利用促進事業の展開
（沿線の企業や住民へのモビリティマネジメントの実施）

◆全市的な利用促進事業の展開
（公共交通ＰＲ事業の実施，乗継割引制度の拡大，地域内交通の予約配車システムの
導入地区の拡大）

＜交通政策課＞

■ ＮＣＣ③



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

10

●道路ネットワークの整備
◆（仮称）大谷スマートＩＣの整備推進（地元の理解促進と円滑な用地取得）
＜道路建設課，建設用地室＞

■ ＮＣＣ④



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

11

●災害に強いまちづくり
◆総合的な治水・雨水対策の着実な推進（「流す」・「貯める」・「備える」取組の推進）
◆住宅地等の防災・減災対策の強化（大規模盛土対策の推進）
＜河川課，農業企画課，下水道管理課，工事受付センター，危機管理課,都市計画課＞

■ ＮＣＣ⑤



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

12

●重層的支援体制整備事業の推進
◆「共生型の相談窓口（愛称：エールＵ）」の円滑な運営
◆着実な支援につなげる多機関協働の推進
◆地域における支え合いに向けた「支え合い協議会」の設置
＜保健福祉総務課＞

13

●子どもを守り育てる支援の強化
◆児童相談所の設置に向けた検討の実施
◆「こども家庭センター」の円滑な運営（伴走型相談支援と経済的支援の一体的な実施等）
◆ヤングケアラー対策事業の実施（コーディネーターの配置による関係機関との連携強化等）
◆デジタル適応支援教室「Ｕ＠りんくす」の円滑な運営
＜子ども政策課，子ども支援課，教育センター＞

■ 地域共生社会



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

14
●新たな産業団地の整備推進
◆新産業団地の確保に向けた取組の推進（候補地の選定）
＜産業政策課＞

15

●国際的スポーツイベントの開催による地域経済の活性化
◆ＦＩＢＡ３ｘ３ワールドツアーうつのみやオープナー，
第３０回記念ジャパンカップサイクルロードレースの開催

＜都市魅力創造課＞

16

●大谷周辺地域の振興
◆大谷観光周遊拠点施設（令和５年１１月開業）を活用した賑わい創出に向けた各種取組の推進
（大谷観光周遊拠点施設の整備，交通環境の向上等）
＜観光交流課大谷振興室＞

17
●ＭＩＣＥの推進による地域経済の活性化
◆ＭＩＣＥ誘致と受け入れ環境の充実
＜都市魅力創造課＞

18
●中央卸売市場の賑わいエリアの整備推進
◆整備事業者の募集・優先交渉権者の選定
＜中央卸売市場＞

■ 地域経済循環社会



令和５年度総合計画主要事業の選定について
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No ●事業名 ◆主な取組 ＜所管課＞

19

●カーボンニュートラルの実現に向けた取組の推進
◆脱炭素先行地域の取組の推進（公共・民間施設の再生可能エネルギーの利用促進等）
◆公共交通脱炭素化の普及促進（路線バス，地域内交通，タクシーのＥＶ化支援）
＜環境創造課，交通政策課＞

20

●効率的・効果的なごみ処理体制の構築
◆クリーンパーク茂原の再整備に向けた取組の推進（一般廃棄物処理施設基本構想の策定）
＜廃棄物施設課＞

■ 脱炭素社会



各分野における基本計画等の
策定について

総合政策部 政策審議室
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各分野における基本計画等の策定について

令和５年度は１１件の基本計画を策定します！
令和５年度は，「ＮＣＣ」や「地域経済循環社会」の創出などに取り組むため，「宇都宮市立地適

正化計画」の中間見直しや，「（仮称）宇都宮ブランド基本方針」など，１１件の計画を策定します。
今後は，実効性の高い施策・事業を計画としてとりまとめ，着実に推進していくことにより，子ど

もから高齢者まで，誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができ，夢や希望がかなうまち「スーパ
ースマートシティ」を実現してまいります。

計画名 計画に定める主な事項

持続可能なまちづくりの基盤となる「ＮＣＣ」の形成

１ 第２次宇都宮都市交通戦略(中間見直し) 社会情勢の変化や本市の取組状況を踏まえた現行計画の評
価，課題整理 など

２ 宇都宮市立地適正化計画（中間見直し） ＮＣＣ形成に向けた居住及び都市機能誘導に関する事項 など

絆を深め，共に支え合う「地域共生社会」

３ （仮称）うつのみや多文化共生推進プラン
（第４次国際化推進計画）

コミュニケーションの円滑化，外国人住民の生活環境充実，意
識啓発と社会参画まちの国際化に関する施策・事業の導出 な
ど

４ （仮称）第１０次宇都宮市高齢者保健福祉計画・
第９期宇都宮市介護保険事業計画
（地域包括ケア計画）

高齢者の保健福祉や介護保険，住まいに関する施策・事業の
設定，地域包括ケアシステムの深化・推進 など

19



各分野における基本計画等の策定について

20

計画名 計画に定める主な事項

絆を深め，共に支え合う「地域共生社会」

５ （仮称）第６次宇都宮市障がい者福祉プラン 障がい福祉に関する施策・事業（就労支援，相談支援，障がい福
祉サービスの充実など）の設定 など

人・モノ・情報が行き交う「地域経済循環社会」

６ （仮称）宇都宮ブランド基本方針 今後の都市ブランド戦略の役割や範囲，目指すべき方向性 な
ど

７ （仮称）第３次宇都宮市食料・農業・農村基本
計画

本市農業における１０年後の目指す姿及びその実現に向けて取
り組む施策・事業の導出 など

８ 宇都宮農業振興地域整備計画 農業上の土地利用の方向及び農用地利用計画 など

９ （仮称）第４次宇都宮市食品安全推進計画 食品の安全・安心に関する施策・事業の導出 など

10 宇都宮市文化財保存活用地域計画【新規】 市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために講
ずる措置の内容 など

ＣＯ２排出量を実質ゼロとする「脱炭素社会」

11 宇都宮市一般廃棄物処理施設基本構想 本市のカーボンニュートラルの推進や処理コストの低減に配
慮したごみ焼却施設の検討 など



計画の名称 第２次宇都宮都市交通戦略（中間見直し）〔総合政策部 交通政策課〕

計画の期間 Ｈ３１～Ｒ１０（１０か年）

策定・改定の目的 ・ 計画策定から５年が経過し，ＩＣＴを取り巻く環境の変化や，ＳＤＧｓの達成に向けた持
続可能なまちづくり，新型コロナウイルス感染症の影響による公共交通利用者の減少などに
加え，今年８月にＬＲＴが開業し，バス路線を再編することで，本市の目指すＮＣＣの姿が
見える形となるなど，本市の交通を取り巻く環境は大きく変化している。

・ このような本市の交通環境の変化を踏まえ，本市の目指す「スーパースマートシティ」の
基盤となる「ＮＣＣ」を着実に構築するため，公共交通の充実・強化，利便性向上，利用促
進などを推進していくため，都市交通戦略の中間見直しを行う。

計画に定める主な
事項

・社会情勢の変化や本市の取組状況を踏まえた現行計画の評価，課題整理
・各施策事業内容の見直し
・まちづくりへの波及効果などを評価する指標の検討

主なスケジュール 令和５年 ６月～ 検討組織における検討
庁内：宇都宮都市交通戦略策定委員会
庁外：宇都宮都市交通戦略推進懇談会（計４回を予定）

１２月 パブリックコメントの実施
令和６年 ２月 庁議付議⇒計画策定（中間見直し）

【各計画の概要】
※法定計画・・・関連法令・条例等に基づき，策定することが義務付けられている計画
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計画の名称 宇都宮市立地適正化計画（中間見直し）〔都市整備部 ＮＣＣ推進課〕

計画の期間 Ｈ２９～Ｒ１９（概ね２０年間）

策定・改定の目的 ・ 本市では，将来にわたり持続的に発展できるＮＣＣ形成に向けて，「立地適正化計画」に
基づく拠点形成に取り組む中，立地適正化計画の策定（居住誘導区域の設定）から概ね５年
が経過し，人口減少や高齢化の進行など社会環境が変化するとともに，ＪＲ宇都宮駅東側に
おけるＬＲＴ開業や西側延伸の検討進展，都心部における賑わい創出に向けたウォーカブル
なまちづくり，ポストコロナにおける住まい方やニーズの多様化など，本市まちづくりを取
り巻く様々な環境の変化や課題がある。

・ こうした環境変化等を的確に捉えながら，引き続きＮＣＣの形成に着実に取り組む必要が
あるため，都市再生特別措置法に基づく計画の推進状況等に係る調査，分析及び中間評価を
行うとともに，それらを踏まえた計画の見直しを行う。

計画に定める主な
事項

ＮＣＣ形成に向けた居住及び都市機能誘導に関する事項 など

主なスケジュール 令和５年 ５月～ 検討組織における検討
庁内：立地適正化計画推進委員会
庁外：都市計画審議会

１１月～ 中間評価及び計画見直し(素案)の取りまとめ
都市計画審議会（諮問）
計画見直し案の取りまとめ
パブリックコメントの実施
都市計画審議会（答申）

令和６年 ２月 庁議付議⇒計画策定（中間見直し） 22



計画の名称 （仮称）うつのみや多文化共生推進プラン（第４次国際化推進計画）
〔市民まちづくり部 多文化共生推進課〕

計画の期間 Ｒ６～１０（５か年）

策定・改定の目的 ・ 国が人口減少に伴う外国人材の積極的な受け入れに伴い「多文化共生」を強く推し進めて
いる中，本市においても，日本人住民が減少する一方で，外国人住民数は新型コロナウイル
スの影響による一時的な停滞はあったものの令和４年には過去最高となり，その割合も高
まっていることから，引き続きコミュニケーション支援などの生活支援を含めた日本人と外
国人が共生するまちづくりを行っていくことが必要な状況にある。

・ このようなことから，第３次国際化推進計画において取り組んできた，外国人が地域の一
員として活躍し，安心して暮らせる「多文化共生のまちづくり」をより重点的に進めていく
ため，これまでの基本的な考え方を踏まえ，関連する取組などを中心とした「（仮称）うつ
のみや多文化共生推進プラン（第４次宇都宮市国際化推進計画）」を策定する。

計画に定める主な
事項

・ 「多文化共生のまちづくり」の実現に向けた基本方針
・ 基本方針に基づく施策・事業の導出

（コミュニケーションの円滑化，外国人住民の生活環境充実，意識啓発と社会参画
まちの国際化）

主なスケジュール 令和５年 ６月～ 検討組織における検討（随時関係機関の意見を聴取しながら検討）
１２月～ パブリックコメントの実施

令和６年 ２月 庁議付議⇒計画策定
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計画の名称 （仮称）第１０次宇都宮市高齢者保健福祉計画・第９期宇都宮市介護保険事業計画
（地域包括ケア計画）〔保健福祉部 高齢福祉課〕 【法定計画】

計画の期間 Ｒ６～８（３か年）

策定・改定の目的 ・ 高齢化の進行や人口構造の変化により，令和７年には団塊の世代が７５歳以上になるなど，
介護や医療のニーズは更に高まっていくことが見込まれ，高齢者の自立支援・重度化防止や
認知症対策，介護サービスの基盤整備，医療・介護連携などの施策・事業を一層推進するこ
とが求められる。

・ このため，地域共生社会の構築に向け，高齢者が住み慣れた地域で，健康で生きがいを持
ち，安心して自立した生活を送ることができるよう，現行計画を改定する。

計画に定める主な
事項

・高齢者の保健福祉や介護保険，住まいに関する施策・事業及び目標値の設定
・介護サービス利用量及び事業費の見込（施設整備量及び介護保険料の算定）
・地域包括ケアシステムの深化・推進（今後の方向性） など

主なスケジュール 令和５年 ７月～ 検討組織における検討
庁内：計画策定委員会
庁外：宇都宮市社会福祉審議会（高齢者福祉専門分科会）

市民意見の聴取（宇都宮市地域包括ケア推進会議）
１１月 計画素案の作成
１２月 パブリックコメントの実施

令和６年 ２月 庁議付議⇒計画策定
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計画の名称 （仮称）第６次宇都宮市障がい者福祉プラン〔保健福祉部 障がい福祉課〕
【法定計画】

計画の期間 Ｒ６～１１（６か年）

策定・改定の目的 ・ 障がい者の高齢化・重度化や，介護者の高齢化に伴う「親なき後」の問題が顕在化する中，
障がい者が社会を構成する一員として，社会的障壁を感じることなく，地域において自分ら
しく暮らせるよう，社会的に自立して生活するための支援を強化する必要がある。

・ このような中，地域共生社会の構築に向け，障がい者の自立及び社会参加，地域生活への
支援等に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため，現行プランを改定する。

計画に定める主な
事項

・障がい福祉に関する施策・事業（就労支援，相談支援，障がい福祉サービスの充実など）
や目標値の設定

（本プランに基づき，障がい福祉サービスの見込量等を定める「（仮称）第７期宇都宮市障が
い福祉サービス計画・第３期宇都宮市障がい児福祉サービス計画」を策定）

主なスケジュール 令和５年 ４月～ 障がい福祉手帳所持者等へのアンケート調査
６月～ 障がい者団体との意見交換
７月～ 検討組織における検討

庁内：計画策定委員会
庁外：宇都宮市社会福祉審議会（障がい者福祉専門分科会）

１２月 パブリックコメントの実施
令和６年 ２月 庁議付議⇒計画策定
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計画の名称 (仮称)宇都宮ブランド基本方針〔総合政策部 人口対策・移住定住推進室〕

計画の期間 Ｒ６～（終期の定めなし）

策定・改定の目的 ・ 現行の「宇都宮ブランド戦略指針」の策定から１５年が経過し，官民（※）を挙げたブラ
ンド戦略の推進により，市内外からの「誇り」や「憧れ」が醸成されるなど，取組の効果が
発現する一方，人口減少社会へ転換するなど本市を取り巻く環境は大きく変化している。

・ このようなことを踏まえ，これまでの取組の成果や新たな課題などを踏まえた上で，これ
からの都市ブランド戦略の役割や範囲，目指すべき方向性などを整理し，今後のブランド戦
略にふさわしい指針とするため，「戦略指針」と「アクションプラン」の一体的な見直しを
図る。

※ 従前の「宇都宮ブランド推進協議会」は，令和５年度から「宇都宮ブランド推進協議会
（市懇談会）」と「宇都宮ブランディングアライアンス（任意組合）」に改組

計画に定める主な
事項

・今後の都市ブランド戦略の役割や範囲，目指すべき方向性等
・その実現に向けた主要な取組や推進体制 など

主なスケジュール 令和５年 ４月～ 検討組織における検討
庁内：宇都宮ブランド戦略統括本部会議
庁外：宇都宮ブランド推進協議会

１０月頃 意見書提出）
１２月 パブリックコメントの実施

令和６年 ２月 宇都宮ブランド統括本部会議に付議⇒計画策定
庁議報告
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計画の名称 （仮称）第３次宇都宮市食料・農業・農村基本計画〔経済部 農業企画課・農林生産流通課〕

計画の期間 Ｒ６～１５（１０か年）

策定・改定の目的 ・ 農業者の高齢化・減少の進行に加え，新型コロナの影響等による需要動向の変化，農業資
材価格の高騰など，農業を取巻く環境はますます厳しくなっており，不耕作地の増加や農業
所得の伸び悩みなど，本市農業の活力の低下が懸念されることから，さらなる取組の強化が
必要となる。また，国は，「食料・農業・農村基本法」を見直す中で，「スマート農林業に
よる成長産業化」や「農林水産業のグリーン化」などの新たな施策展開の方向性を示してい
る。

・ こうした本市農業の課題や環境の変化に的確に対応しながら，持続可能な「農業王国うつ
のみや」の実現に向けた施策に総合的・戦略的に取り組む必要があるため，計画を改定する。

計画に定める主な
事項

本市農業における１０年後の目指す姿及びその実現に向けて戦略的かつ重点的に取り組む施策
事業（多様な担い手の確保・育成，高収益作物への作付転換促進，生産性向上に向けたスマー
ト農業の普及促進，環境負荷低減に向けたグリーン農業推進の方向性 等）

主なスケジュール 令和５年 ４月～ 検討組織における検討
庁内：（仮称）第３次宇都宮市食料・農業・農村基本計画策定委員会
庁外：宇都宮市農業振興対策審議会，宇都宮市地産地消推進会議

１２月 政策会議
パブリックコメントの実施

令和６年 １月 宇都宮市農業振興対策審議会からの答申
２月 庁議付議⇒計画策定
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計画の名称 宇都宮農業振興地域整備計画〔経済部 農業企画課〕 【法定計画】

計画の期間 Ｒ６～１５（１０か年）

策定・改定の目的 ・ 農業生産の基盤である農用地等の確保を図るため，概ね１０年を見通し，地域の農業の振
興を図るために講ずべき施策の具体的な実施の方向を基本計画（マスタ－プラン）として明
確にするとともに，当該施策による効用が十分に発揮されるよう，開発行為や農地転用の制
限等の措置を講ずることを内容とした土地利用計画を定めることにより，農業に関する公共
投資等の農業振興地域の整備のための施策を計画的に推進する。

計画に定める主な
事項

・農業上の土地利用の方向及び農用地利用計画
・農業生産基盤，農業近代化施設等の整備開発計画
・農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画 など

主なスケジュール 令和５年 ４月～ 検討組織における検討
庁内：宇都宮農業振興地域整備計画策定委員会
庁外：宇都宮市農業振興対策審議会

１１月 政策会議
宇都宮市農業振興対策審議会からの答申

１２月～ 栃木県との事前協議
令和６年 ２月 庁議付議

２月～ 縦覧及び異議申し立て
３月 栃木県との法定協議
４月 計画策定・公告
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計画の名称 （仮称）第４次宇都宮市食品安全推進計画〔保健福祉部 保健所生活衛生課〕 【法定計画】

計画の期間 Ｒ６～１０（５か年）

策定・改定の目的 ・ 食品安全の推進に当たっては，生産から消費までの各段階における食の安全性と信頼性を
確保することが最も重要となる。
このような中，本市においては，カンピロバクター等による食中毒は依然として発生して

おり，予防には，食品関連事業者の食の安全・安心に対する取組だけでなく，市民自らも食
の安全に関する知識と理解を深めていかなければならない。また，新型コロナウイルス感染
症の影響に加え，令和３年６月にＨＡＣＣＰの制度化などの食品衛生法の大幅な改正があり，
本市を取り巻く環境は大きく変化し，市民が抱える課題やニーズも複雑化・多様化している。

・ 国の動向や本市の状況，市民ニーズなどを踏まえ，市民が安全で安心できる食環境の実現
に向け，本市の実情に応じた食の安全確保や知識の普及などの施策・事業を更に推進するた
め，現行の計画を改定する。

計画に定める主な
事項

・課題に対応するための基本方針や目標の設定
・ＨＡＣＣＰの定着促進，市民等への食に関する正しい知識の普及促進，食品関係団体等
との連携推進などの食品の安全・安心に関する施策・事業

主なスケジュール 令和４年１１月～ 食の安全・安心に関する市民等意識調査の実施
令和５年 ５月～ 検討組織における検討

庁外：食品安全懇話会
庁内：食品安全推進検討委員会

１２月 パブリックコメントの実施
令和６年 ２月 庁議付議⇒計画策定
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計画の名称 宇都宮市文化財保存活用地域計画〔教育委員会事務局 文化課〕

計画の期間 Ｒ７～１１（５か年）

策定・改定の目的 ・ 平成２９年度に市内に所在する歴史文化資源について現状や課題を整理し，保存活用の方
針を定めた「宇都宮市歴史文化基本構想」を策定したが，ＩＣＴなど最先端技術の進化，更
には気候変動による異常気象や少子高齢化による担い手不足など，本市の文化財を取り巻く
環境が変化している。また，平成３０年度には文化財保護法の改正により文化財保存活用地
域計画の策定が法制化されるなど，地域の文化財の保存・活用を計画的，継続的に取り組む
必要がある。

・ 上記の社会状況の変化等を踏まえ，宇都宮市歴史文化基本構想の理念である「みんなでつ
なぐ歴史文化の息づく交流都市 宇都宮」の実現を目指し，地域資源となる文化財の保存・
活用をより一層推進するための地域計画を策定する。

計画に定める主な
事項

・ 保存及び活用に関する基本的な方針
・ 市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために講ずる措置の内容
・ 文化財を把握するための調査に関する事項
・ 計画期間の設定
・ 文化財の保存・活用の推進体制 など

主なスケジュール 令和５年 ６月～ 庁内検討・外部懇談会・文化庁協議（各２回程度）
令和６年 ４月～ 文化庁協議（２回程度）・外部懇談会（１回）・パブリックコメント

の実施
８月 庁議付議・文化庁提出

１２月 文化庁認定予定

30



計画の名称 宇都宮市一般廃棄物処理施設基本構想〔環境部 廃棄物施設課〕

計画の期間 Ｒ６～（終期の定めなし）

策定・改定の目的 ・ 老朽化が進むクリーンパーク茂原について，必要な修繕・整備工事及び予防保全の実施に
より，施設の長寿命化を図りながら安定的な処理体制を確保しているところであるが，施設
稼働から３０年が経過する令和１３年度を目途に施設を更新していく必要がある。

・ このため，次期ごみ焼却施設の処理方式や処理能力，事業手法の方向性等を明確化する，
「宇都宮市一般廃棄物処理施設基本構想」を策定する。

計画に定める主な
事項

・ごみ処理の現状及びごみの排出量等の見通し
・プラスチック製品の分別収集を踏まえた処理能力や施設規模等の基本条件の検討
・整備条件の検討（設備計画・施設配置計画等の整理）
・事業手法の方向性の検討
・事業スケジュールの検討
・財政計画の検討

主なスケジュール 令和５年４月 庁議 ⇒策定体制及びスケジュール等の報告
９月～ 策定委員会の開催

令和６年２月 庁議 ⇒構想策定
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「芳賀・宇都宮東部地域公共交通
利便増進実施計画」の策定について

総合政策部 交通政策課
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「芳賀・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」の策定について
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「芳賀・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」を策定！

令和５年８月のＪＲ宇都宮駅東側における，ＬＲＴ開業とあわせたバス路線再編の円滑かつ確実な
実施に向けて，再編後の具体的な運行ルートや運行本数などの運行計画の詳細を取りまとめた「芳賀
・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」を策定しました。
ＬＲＴの開業やバス路線の再編により，公共交通空白地域が解消し，１日当たりのバスの運行本数

が増加するなど，定時性に優れるＬＲＴを基軸とした階層性のある公共交通ネットワークが実現しま
すので，通勤・通学やお出かけの際に，是非，ご利用ください。

１ 計画の目的
ＬＲＴの開業とあわせたバス路線再編の円滑かつ確実な実施に向けて，再編後の具体的な運行ルー

トや運行本数などの運行計画の詳細を取りまとめるもの

２ 計画の位置づけ
・ 宇都宮市総合計画の分野別計画である「第２次宇都宮都市交通戦略」における，目指す公共交通
ネットワークの具体化に向けて定めた「芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画」の目標達成に
向けた具体的な事業としての「バスネットワークの再編」の実施計画

・ 「地域公共交通活性化再生法」第２条第５号に規定する計画



「芳賀・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」の策定について
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３ 利便増進実施計画の内容等
⑴ 計画の構成（法令で規定された計画の記載項目）
① 実施区域
② 事業の内容，実施主体
③ 地方公共団体による支援の内容
④ 実施予定期間
⑤ 関連して実施する事業等
⑥ 事業の効果
⑦ 事業実施に必要な資金の額・調達方法

⑵ 計画の内容
・ 「芳賀・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」概要版・・・・別紙１
・ 再編内容の概略図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙２



芳賀町全域、宇都宮市東部地域

実施区域

計画策定の目的 地域公共交通利便増進実施事業の内容

〇 事業内容

鉄道やLRT、バス、地域内交通が効果的・効率的に連携した、誰もが利用しやすい公共交通ネット

ワークの実現のため、ＬＲＴの導入と合わせてバス路線の再編を行う。

① 公共交通空白地域の解消

・ ＬＲＴの周辺地域などに存在する公共交通空白地域を解消するため、地域内交通と役割分

担しながら、バス路線の新設・拡充を図る。

② 定時性・速達性の向上

・ 定時性・速達性の向上のため、遅延が発生しやすい長大路線の定時性に優れるＬＲＴへの接

続を図る。

③ 運行の効率化、公共交通間の役割分担

・ ＬＲＴの運行経路と重複するバス路線については、ＬＲＴの周辺や郊外部等を運行する支

線バスなどに置き換える。

・ 郊外部等の利用者が少ないバス路線については、運行の効率化に向け、地域内交通との役

割分担を図る。

④ 事業運営の継続性の確保、経営資源の有効活用

・ バス事業者の継続的な事業運営のため、再編後のバス路線の収支に配慮しながら、車両や

乗務員などの経営資源をバス路線の新設・拡充等に最大限活用する。

■バス路線再編の方向性

芳賀・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画 －概要版－

芳賀町と宇都宮市は、平成２７年１１月に「芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画（以下、「網

形成計画」という。）」を策定し、計画に基づき、基幹公共交通としてのＬＲＴの整備や交通結節機能

の強化と併せて、「バスネットワークの再編」に取り組んでいるところであり、再編の円滑かつ確実な

実施に向けて、再編後の具体的な運行ルートや運行本数などの運行計画の詳細を取りまとめた「芳賀・

宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」を策定するもの。

〇 実施主体

芳賀町、宇都宮市、交通事業者

〇 具体的な再編内容

再編内容の概略図（別紙２参照）
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利便増進実施計画の期間

実施項目 事業概要 実施主体

ＬＲ Ｔの導入

安全で快適な移動手段を確保し、産業拠点の維持・向上や公共交通空白・不便
地域の解消、環境負荷の低減などを図るため、自動車利用からの転換を促進する
公共交通ネットワークの実現に向け、東西基幹公共交通としてＬＲＴを導入

芳賀町
宇都宮市
宇都宮ﾗｲﾄﾚｰﾙ㈱

交通結節機能

の強化

ＬＲＴを東西基幹公共交通として、様々な交通機関が連携した利便性の高い公
共交通ネットワークを形成するため、鉄道やバス、自動車などの各種交通との乗
り換えが想定される箇所において交通結節機能を強化

以下の５箇所を整備箇所とする。
・ＪＲ宇都宮駅東口 ・宇都宮大学陽東キャンパス前 ・平石
・清原地区市民センター前 ・芳賀町工業団地管理センター前

芳賀町
宇都宮市

地域内交通・

デマンド交通

の導入

郊外部における公共交通空白地域を解消するため、地域を面的にカバーする地
域内交通を導入するほか、市街地部においても、既存の公共交通との役割分担、
地域特性等を踏まえた生活交通の確保を推進。あわせてLRTやバスとの接続を強
化

芳賀町
宇都宮市（地域

運営組織と連携）

運賃負担の軽減

利用者の運賃負担軽減を図るため、公共交通間を乗り継いだ際の運賃を割り引
く「乗継割引制度」の対象範囲を拡大

・R４年９月～：バスと地域内交通との乗り継ぎのみを対象
・R５年８月～：LRTとバス・地域内交通との乗り継ぎを対象に追加

※芳賀町においては、LRTとバスとの乗り継ぎのみを対象

芳賀町
宇都宮市

モビリティ・マネ
ジメントの実施

過度に自動車に依存しないライフスタイルへの転換を図るためには、ＬＲＴの
導入やバスネットワークの再編に合わせて、公共交通の利用促進を図ることが重
要であることから、行政や交通事業者、地域住民・企業等が連携し、様々な機会
を捉えて意識啓発を行い、自動車から公共交通利用への転換を促進

【主な取組内容】
・totra配布 ・バスの乗り方教室の開催 ・バス路線マップの配布

・公共交通利用促進パンフレットの配布 ・公共交通PRブースの出展

・出張ライトライン見学会 ・エコ通勤普及促進事業

芳賀町
宇都宮市
宇都宮ﾗｲﾄﾚｰﾙ㈱
バス事業者 等

地方公共団体による支援等の内容 事業の効果

⑴ 再編後のバス路線の維持・存続に向けた支援
再編により新設するバス路線については、需要の定着に一定の期間を要し、再編初動期においては、運賃収入が

不安定となる可能性があることから、運行事業者にとってのリスクを軽減し、再編後のバス路線の維持・存続に向
けて、まずは行政が運行主体となり、委託等による運行を行う。（芳賀町・宇都宮市）

⑵ 地元住民への説明会等の実施
バス路線再編にあたっては、地元住民に対して、再編によってどのように公共交通ネットワークが変化するのかを
示し、理解促進を図る必要があるため、再編後の公共交通ネットワークについて、以下のとおり、周知等を実施

（芳賀町）
町広報紙やホームページ、ケーブルテレビを活用した周知のほか、「道の駅はが」などでのパネル展示や出前講

座を実施

（宇都宮市）
市広報紙やホームページによる周知のほか、ＪＲ宇都宮駅東側の地域に対しては、地区市民センターや大型商業

施設等でのパネル展示に加え、地区別に住民説明会を開催

令和５年度～令和６年度（上位計画である「網形成計画」の計画期間と整合）

地域公共交通利便増進事業に合わせて行う事業

事業の効果

公共交通空白地域の解消
・ ＬＲＴの導入やバス路線再編により、公共交通カバー面積が向上

・ バス路線の新設により、地域内交通に加え、バス路線でも移動できるエリアが拡大

【バス路線で新たに移動できる目的地】

定時性・速達性の向上
・ バスとＬＲＴを接続させることで、速達性が向上

【郊外部からＪＲ宇都宮駅までの所要時間（※現時点での試算値）】

運行の効率化、公共交通間の役割分担
・ＬＲＴと運行経路が重複するバス路線を支線バスに置き換え、充実させることで、１日あたりの運行本数が増加

※実施区域内における運行本数

・バス路線の運行ダイヤを調整し、等間隔（〇分間隔）での運行を実現することで、利用者の待ち時間を短縮
【国道１２３号からＪＲ宇都宮駅方面に向かうバス路線の運行間隔（日中）】

実施項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

バス路線の再編   

 

 

（参考） 

ＬＲＴの導入 
 

 
 

 

 

交通事業者等との協議・調整 

再編に向けた準備 
（バス停新設等） 

８月再編 

８月開業 
ＬＲＴ整備工事等 

運用 

運用 

再編後のバス路線の運行に係る費用・行政支援

現 状 再編後 増 減

公共交通 カ バ ー 面積

（ Ⅼ ＋ バ ス ＋地交）
１３７．０㎢ １４０．５㎢ ＋３．５㎢

カバー率 ９５．４％ ９７．２％ ＋１．８％

例 １ 例 ２ 例 ３

出 発 地 目 的 地 出 発 地 目 的 地 出 発 地 目 的 地

ゆいの杜北部 清原ＴＣ 辰街道北部 ベルモール 辰街道南部 宇都宮東病院

停 留 所 名 現 状 （ バ ス ） 再 編 後 （ Ｌ ＋ バ ス ） 増 減

清原台３丁目 ５３分 ４３分 △１０分

現 状 再 編 後 増 減

最大２０分 最大１５分程度 △５分程度

現 状 再 編 後 増 減

平日 ５０６本 ６５４本 ＋１４８本

土曜日 ３９９本 ４１４本 ＋１５本

日曜日・祝日 ３２０本 ３２３本 ＋３本
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ＪＲ岡本駅

市塙駅

東武宇都宮駅

益子線

ＪＲ宇都宮駅

芳賀町役場

芳賀ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ

芳賀町工業団地
管理センター前

清原地区市民
センター前

ベルモール 平石

宇都宮大学
陽東ｷｬﾝﾊﾟｽ

平出街道 芳賀工業団地

清原工業団地

平出工業団地

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ⅰ

：ベルモールを起終点として、産業通り，平出街道，
辰街道，国道１２３号を循環する路線

【新設のねらい】
・平出街道や辰街道の運行頻度が拡大
・地域内交通でしか移動できなかった施設にバス路
線でも移動が可能に

・ＬＲＴを乗り継ぐことで，平出街道や辰街道から
中心市街地等への移動利便性が向上

Ｂ

：平出工業団地を経由し，ベルモールと
ＪＲ岡本駅を結ぶ路線

【新設のねらい】
・平出工業団地内を運行するバス路線全
体の運行頻度が向上

・ＬＲＴと乗り継ぐことで，ＪＲ宇都宮
駅や中心市街地とのアクセス性が向上

Ｃ

：清原工業団地内を循環する路線

【新設のねらい】
・工業団地内の公共交通空白地域が解消
・ＬＲＴの停留場から離れた企業におい
ても，通勤や出張，来訪者の移動がし
やすくなる。

ＥＤ

：芳賀工業団地内を循環する路線

【新設のねらい】
・工業団地内の公共交通空白地域が解消
・ＬＲＴの停留場から離れた企業においても，
通勤や出張，来訪者の移動がしやすくなる。

：清原台・ゆいの杜を一体的に循環する路線

【新設のねらい】
・ゆいの杜北部地域の公共交通空白地域が解消
・運行距離の長い既存バス路線を定時性に優れるＬＲＴに
接続させることで，中心市街地への移動時間が短縮

Ｆ

Ｇ Ｈ

継続バス路線（青）

新設バス路線（青以外）

計画区域外を運行する新設バス路線

ＬＲＴ運行経路

トランジットセンター

運行本数（平日１日あたり）1

35

11

真岡線

真岡線

28

39

10

49

4

71

63

21

8

13

19

34

57

34

57

68

91

164

114

88

26

38

38

68

64

4

35

17

17

17 13

13

13

再編内容の概略図

赤羽工業団地

10

60

：赤羽工業団地を経由し，市塙駅と清原TCを結ぶ路線

【新設のねらい】
・芳賀町南部のバス路線空白地域が解消
・ＬＲＴと真岡鉄道を接続することで，真岡鉄道沿線
からＪＲ宇都宮駅や中心市街地等への移動が可能に

Ｊ

Ｋ

Ｊ

：国道123号を経由し，ＪＲ宇都宮駅と
ベルモールを結ぶ路線

【新設のねらい】
国道123号沿線地域からＪＲ宇都宮駅
やベルモールのトランジットセンター
へのアクセス性が向上

Ａ

143

：芳賀町内を循環する路線

【新設のねらい】
運行距離の長い既存バス路線を定時性に優れる

ＬＲＴに接続させることで，宇都宮方面への朝夕
の移動時間が短縮

Ⅰ

：赤羽工業団地を経由し，市塙駅と芳賀TCを結ぶ路線

【新設のねらい】
ＬＲＴと真岡鉄道を接続することで，真岡鉄道沿線

からＪＲ宇都宮駅や中心市街地等への移動が可能に

Ｋ

№３ 別紙２
Ａ３資料を配布
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「芳賀・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」の策定について
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⑶ 再編の特徴
【ＬＲＴを基軸とした公共交通ネットワークの実現】
「宇都宮大学陽東キャンパス」や「清原地区市民センター前」などのトランジットセンターを

起点として，その周辺の地域拠点や産業拠点等を結ぶバス路線を新設するなど，利便性が向上し，
定時性・速達性に優れたＬＲＴを基軸とした階層性のある公共交通ネットワークが実現
【輸送資源の最大活用による運行サービスの向上】
ＬＲＴの開業と合わせて，ＬＲＴと重複する既存バス路線を再配置するなど，バス事業者が保

有する輸送資源を最大限活用することで，公共交通ネットワーク全体として運行頻度が向上する
など，運行サービスが向上

⑷ 再編による具体的な効果
① 公共交通空白地域の解消

ＬＲＴの導入やバス路線再編により，公共交通カバー面積が向上し，公共交通空白地域が解消

現 状 再編後 増 減

公共交通カバー面積
（LRT＋バス＋地域内交通）

１３７．０㎢ １４０．５㎢ ＋３．５㎢

カバー率 ９５．４％ ９７．２％ ＋１．８％



「芳賀・宇都宮東部地域公共交通利便増進実施計画」の策定について

40

② 定時性・速達性の向上
バスとＬＲＴを接続させることで，速達性が向上

【郊外部からＪＲ宇都宮駅までの所要時間（※現時点での試算値）】

※ピーク時間帯における見込み（ＬＲＴとの乗り継ぎ時間を含む）

③ 運行の効率化，公共交通間の役割分担
ＬＲＴと運行経路が重複するバス路線を支線バスに置き換え，充実させることで，１日あたり

の運行本数が増加

※芳賀・宇都宮東部地域における運行本数

４ スケジュール
令和５年 ５月～ 国土交通省への認定申請

バス路線再編に向けた準備（バス停の作製・時刻表の更新等，市民周知）
７月 国土交通大臣の認定取得
８月 ＬＲＴの開業とあわせたバス路線再編の実施

停留所名 現状（バス） 再編後(Ｌ＋バス) 増 減
清原台３丁目 ５３分 ４３分 △１０分

現 状 再編後 増 減
平 日 ５０６本 ６５４本 ＋１４８本
土曜日 ３９９本 ４１４本 ＋１５本

日曜日・祝日 ３２０本 ３２３本 ＋３本

【運行本数が増加する主なエリア】
・平出街道 ３８本 ⇒ ６４本(＋２６本)
・辰街道 ７本 ⇒ ２６本(＋１９本)
・平出工業団地内 ３０本 ⇒ ６８本(＋３８本)
・清原工業団地内 ０本 ⇒ ３４本(＋３４本)



東京圏通勤・通学費補助制度の
創設について

総合政策部 人口対策・移住定住推進室
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東京圏通勤・通学費補助制度の創設について

42

東京圏に通勤・通学する方の新幹線定期券購入費を月額最大１万円補助！

本市への移住定住の促進を図るため，本市から東京圏に通勤・通学する方の新幹線定期券購入費の
補助を行う新たな制度を創設いたします。
補助額は月額最大１万円，年間最大１２万円で，本市に住みながら，様々なライフスタイルやライ

フデザインに合った仕事や学びを実現したい方を支援いたします。
今後，申請手続き等の詳細を固め，７月には募集を行う予定ですので，是非，ご活用ください。

【制度の概要（詳細は次ページ）】
１ 補助対象者
・ 令和５年４月１日以降に本市へ移住し，東京圏に通勤する方
・ 本市から東京圏に通勤する新卒者
・ 本市から東京圏に通学する学生等（小学校～大学等）
※ 東京圏：埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県

２ 補助率等
新幹線定期券購入に係る自己負担額の１／３，上限額１０，０００円／月（通勤手当を除く）

３ 申請に必要な書類等
定期券・領収書の写し，通勤・通学先を証明する書類 など
※ 必要書類を精査のうえ，今後，速やかに公表予定

令和５年４月に
遡って補助します！

小中学生を含めた東京圏への
通学補助は全国初！



移住者 新卒者 大学生等

補助
対象者

令和５年４月１日以降に東京圏から
本市に転入した方

学校等を卒業後３年以内で２９歳
以下の新卒者

東京圏の学校等へ通学する２９歳以
下の大学生等

補助
要件等

・補助期間終了後３年間，本市への居住の意思を有していること
・東京圏の事業所・学校等に新幹線定期券を利用して通勤・通学（在来線を併用している方も対象）して
おり，下記の条件を満たしていること

・自治会に加入していること，又は自治会に加入している世帯に属していること
・週の勤務日の半分を超えて東京圏
に通勤していること

・本市に移住する直前の１年間，東
京圏に在住していたこと

・定期券の購入時点及び補助申請時
点で住民票が本市にあること

・本市の定める「居住誘導区域」に
居住していること

など

・週の勤務日の半分を超えて東京
圏に通勤していること

・定期券の購入時点及び補助申請
時点で住民票が本市にあること

など

・東京圏の小学校，中学校，義務教
育学校，高等学校，中等教育学校，
特別支援学校，大学（短期大学，
大学院を含む），高等専門学校，
専修学校（一般課程を除く。）に
通学すること
※学校教育法に規定のある学校等

・定期券の購入時点及び補助申請時
点で住民票が本市にあること

など

補助期間 ３年間以内 ３年間以内 学校等が定める修業年限を超えない範囲

その他 補助期間終了後３年未満で本市から転出した場合は，補助金の返還を求める

東京圏通勤・通学費補助制度の創設について

【その他，制度の概要】
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エコパーク板戸の遮水シートの損傷に
係る対策検討委員会の設置について

環境部 廃棄物政策課
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エコパーク板戸の遮水シートの損傷に係る対策検討委員会の設置について

46

エコパーク板戸の遮水シートの損傷に係る対策検討委員会を設置します。

エコパーク板戸での遮水シートの一部損傷が疑われる事態の発生について，専門的な視点から原因
等を検証し，課題等を抽出した上で，施設の特性を踏まえた今後の対策などを検討し，より適切な維
持管理体制と緊急対応能力の向上を図るため，「エコパーク板戸の遮水シートの損傷に係る対策検討
委員会」を設置します。

１ 設置の目的
・ エコパーク板戸での遮水シートの一部損傷が疑われる事態の発生について，専門的な視点から
原因等を検証し，課題を抽出した上で，施設の特性を踏まえた今後の対策などを検討し，より適切
な維持管理体制と緊急対応能力の向上を図る。

２ 検討体制
⑴ 構成委員
⇒委員長：環境部長， 委員：関係課長，外部有識者
※外部有識者・・・環境影響，遮水構造，施設の維持管理

に係る学識経験者等
⑵ 所掌事務
異常検知の過程と対応，損傷原因等の検証，再発防止策の検討など

３ スケジュール
５月中旬 委員会の設置
８月中旬 報告書のとりまとめ

エコパーク板戸に係る対応
（4/7記者発表以降）
・モニタリング異常時の対応強化
・水質検査(周辺部含む)（4/20）
・止水工事の実施（5/16予定）



「道路空間における賑わいや憩いの場の
創出を目的としたイベント等の
道路占用ガイドライン」について

建設部 道路管理課
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「道路空間における賑わいや憩いの場の創出を目的としたイベント等の
道路占用ガイドライン」について

48

道路空間を活用した賑わいづくりをサポートいたします！

本市では，「都心部まちづくりビジョン」の実現に向け，「（仮称）都心部まちづくりプラン」の
中間取りまとめを行い，道路など公共的な空間を活用した居心地が良い空間づくりに取り組むことと
している中，イベント等における道路空間活用へのニーズの高まりに対応するため，「道路空間にお
ける賑わいや憩いの場の創出を目的としたイベント等の道路占用ガイドライン」を策定いたしました。
本ガイドラインは，「行政・地域住民・団体等が一体となって取り組む賑わいや憩いの場の創出を

目的としたイベント等」の場として，道路空間を活用する際の道路占用許可等の手続を明記したこと
に加え，各道路管理者や警察など，関係機関等との協議における積極的な支援内容を定めたものです。
本ガイドラインを活用し，イベント等を検討されている方に対して，本市としても，全市域におけ

る道路空間の賑わいづくりを円滑に実施できるようサポートしてまいります。

【道路活用のイメージ】

国体開催に併せた学生による飲食店ブースや
ライブ広場の設置

３×３におけるブースの設置 BASHYAMICHI YARD



「道路空間における賑わいや憩いの場の創出を目的としたイベント等の
道路占用ガイドライン」について

49

１ 策定の目的
本市では，「都心部まちづくりビジョン」の実現に向け，『人中心のウォーカブルなまちづくり』

などを総合的に推進するための「（仮称）都心部まちづくりプラン」を中間的に取りまとめ，道路な
ど公共的な空間を活用した居心地が良い空間づくりに取り組むこととしている。

こうした中，ＬＲＴの開業を見据え，歩行の回遊性向上や地域の活性化，まちの賑わいの創出など，
魅力あるまちづくりに道路空間を活用することへの期待が高まってきており，全市域において，道路
空間を適正かつ積極的に活用することができるよう，ガイドラインを策定するもの

２ ガイドラインの内容
⑴ 内容
・ 「道路空間における賑わいや憩いの場の創出を目的としたイベント等の道路占用ガイドライン」
概要版・・・・別紙

⑵ 特徴
【必要な手続の明示】
イベント等の実施に係る手続を円滑に行えるよう，道路占用許可などの必要な手続について明示

【イベント等の実施に向けた積極的な支援の実施】
道路空間を活用したイベント等の実施が円滑に進められるよう，必要に応じて，各道路管理者との連携や

道路の交通規制及び安全確保に関する警察との協議など，積極的な支援（伴走型支援）を実施



「道路空間における賑わいや憩いの場の創出を目的としたイベント等の道路占用ガイドライン」概要版
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№６ 別紙



宇都宮市大谷観光周遊拠点施設の
愛称の投票について

経済部 観光交流課 大谷振興室
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宇都宮市大谷観光周遊拠点施設の愛称の投票について

52

５月１日から宇都宮市大谷観光周遊拠点施設の愛称の投票を実施します

大谷石採取場跡地などの地域資源を活用した観光誘客や，日本遺産「大谷石文化」の認定など，
官民連携で地域振興に取り組んでいる大谷地域において，令和５年１１月に供用開始を予定している
「宇都宮市大谷観光周遊拠点施設」が，市民や利用者の皆様に広く認知され，末永く親しまれ，愛さ
れる施設となるよう，市民の皆様からの投票により，愛称を決定します。

投票期間 ： 令和５年５月 １日（月）から
令和５年５月３１日（水）まで

施設の完成イメージ

愛 称 候 補 （ふりがな）

Ａ
(ろっく がーでん おおや)

ＲＯＣＫ ＧＡＲＤＥＮ ＯＹＡ

Ｂ
(おおやこねくと)

大谷コネクト

Ｃ
(おーやーど)

Ｏ－ＹＡＲＤ

Ｄ
(ふらっとおおや)

ふらっとＯＹＡ

Ｅ
(いしのえきおおや)

石の駅 大谷



宇都宮市大谷観光周遊拠点施設の愛称の投票について

53

１ 経過
令和５年２月１日（水）～２８日（火） 宇都宮市大谷観光周遊拠点施設の愛称募集を実施

※ 応募総数 ２５２件

令和５年４月１１日（火） 宇都宮市大谷観光周遊拠点施設愛称審査会により，最終候補５案を選出

※ 「観光」，「日本遺産大谷石文化」，「大谷地域」の関係団体に本市を加えた計１０名の
審査員による審査を実施

２ 投票内容
宇都宮市大谷観光周遊拠点施設について，愛称の最終候補の中から一つを選び，投票

３ 投票資格
宇都宮市内在住又は通勤・通学をしている方

４ 投票方法
⑴ ＷＥＢからの投票

宇都宮市ホームページ内に設置するアンケートフォームより投票
⑵ 投票用紙（周知チラシ兼）による投票 別紙参照（Ａ４資料を配布）

投票用紙に必要事項を記入し，投票箱に投函
※ 投票用紙，投票箱は，観光交流課窓口，各地区市民センター，各市民活動センター等に設置

▲ 市ホームページ



宇都宮市大谷観光周遊拠点施設の愛称の投票について
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５ 決定方法
投票結果を取りまとめ，愛称候補のうち，最多票を得たものを愛称に決定

６ 今後のスケジュール

令和５年 ５月１日～３１日 愛称投票期間

６月 投票結果の取りまとめ・愛称の決定

６月下旬 愛称の公表

７月～ 愛称を用いた施設パンフレットや，案内看板等の作成

１１月２０日 宇都宮市大谷観光周遊拠点施設の供用開始（予定）

※ 供用開始にあたって実施予定のオープニングセレモニーにおいて，決定した愛称を考案いただ

いた方への感謝状及び記念品の授与を予定しております。


